
 

船舶事故調査報告書 

令和５年８月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年８月５日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 青森県東通村大間﨑西方沖 

 大間埼灯台から真方位２８３°４.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°３４.２′ 東経１４０°４９.４′） 

事故の概要  海洋調査船第一開
かい

洋
よう

丸は、北東進中、また、漁船第二十二旭光
きょくこう

丸

は、一本釣り漁の操業をしながら南南西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年８月１２日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 海洋調査船 第一開洋丸、１,３９０トン 

   １２５５４８、海洋エンジニアリング株式会社 

Ｂ 漁船 第二十二旭光丸、０.１トン 

   ＡＭ３－３５５０９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に割損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風速 約３.６m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、船長Ａが単独の船橋当直につ

き、針路０５３°（真方位、以下同じ。）、約１３ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で航行していた。 

船長Ａは、右舷正横から右舷船首方１Ｍ付近にいずれも北東進する

３隻の漁船が、左舷船首方２Ｍ付近に漂泊又は操業していると思われ

る多数の漁船がおり、船首方４Ｍ付近を北東進する貨物船が左右の漁

船群の間を通過したので、同貨物船に続いて漁船群の間を通過しよう

と考えた。船長Ａは、その後、左舷船首方約１５°、１Ｍ付近に、左

舷船首方の漁船群から離れ、Ａ船の前路に向け約２kn の速力で航行す

るＢ船を認め、Ａ船が保持船なのでＢ船がそのうち避航すると思い、

Ｂ船の動静を見ながら同じ針路及び速力で航行を続けた。 

船長Ａは、Ｂ船が、Ａ船の左舷船首方約０.２Ｍまで近づき、なお

も避航する様子がなく接近することに危険を感じ、汽笛を吹鳴しよう

としたが、慌てていて別のスイッチを押してしまい、汽笛を鳴らすこ

とができなかった。 

船長Ａは、Ｂ船が左舷船首方至近に接近してきたが、どうすること



 

もできず、Ａ船の左舷中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員が乗り組み、まぐろ
．．．

一本釣り漁の漁具を

船尾方に出し、約２kn の速力で南南西進中、操舵室で操船中の船長Ｂ

が、周囲に航行の支障となる他船はいないと思い、船尾方に見えたま
．

ぐろ
．．

の群れを操舵室左舷側の窓から見続け、ふと船首方を見たとこ

ろ、船首方至近にＡ船を認め、機関を後進としたものの、両船が衝突

した。 

船長Ｂは、本事故発生の約１０分前、Ｂ船の周囲を見て接近する他

船がいないことを確認していた。 

分析  

 

Ａ船は、北東進中、船長Ａが、左舷船首方から接近するＢ船を認め

た際、Ａ船が保持船であると判断し、いずれＢ船がＡ船を避航すると

思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船を避ける時機

を逸し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、操業をしながら南南西進中、船長Ｂが、周囲に航行の支障

となる他船はいないと思い、船尾方のまぐろ
．．．

の群れを見ることに集中

し、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、船首方を左方に航過

する態勢で接近する状態のＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が北東進中、Ｂ船が操業をしながら南南西進中、船

長Ａが、左舷船首方から接近するＢ船を認めた際、Ａ船は保持船であ

ると判断し、いずれＢ船がＡ船を避航すると思い、同じ針路及び速力

で航行を続けたため、また、船長Ｂが、周囲に航行の支障となる他船

はいないと思い、船尾方のまぐろ
．．．

の群れを見ることに集中し、同じ針

路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、自船が保持船と判断した場合であっても、いずれ相手船

が自船の進路を避けると思い込まず、相手船の動向に注意して操

船に当たること。 

・船長は、航行中、一定の方向のみに意識を向けず、常時、周囲の

適切な見張りを行うこと。 

 


